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こんにちは。 
財産承継コンサルタント／行政書士の鉾立です。 

近年、国が起業を後押ししている関係で、会社設立手続きの簡便化が進

んでいます。 

そんな事情から、当事務所では以前よりサポート件数は減少しています

が、ありがたいご紹介のご縁で、最近 2 件の会社設立手続きをサポート

する機会がありました。 

会社設立手続きのサポートをすると、お客様とのやり取りを通じて、起

業に込めた熱い想いや、挑戦への意欲を共有することができます。 

私も新たな刺激を受けて、今後の業務への活力をお客様からいただいて

います。 

『義姪にすべての財産を遺贈する内容の遺言執行

業務』 

★この事例のポイント 

●きょうだいは疎遠。近くの義姪が身の回りのお

世話をしていた 

●義姪にすべての財産を遺贈する内容の公正証書

遺言を作成 

●相続発生後、預金解約払戻し手続き等を実施 

 7 年前、亡き奥様の相続手続きをサポートさせて

いただいた S 様（当時 70 歳）。 

S 様夫婦には子供がいらっしゃらず、ご両親も 
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お亡くなりになっていたため、奥様のごきょうだい

と甥姪の 6 名が法定相続人となり遺産分割協議を行

う必要がありました。 

 幸い、S 様の義姪にあたる H 様が相続人の窓口と

なり、連絡・説明等でご尽力いただいたお陰で、無

事遺産分割協議が成立。 

その際に、今後、S 様に万が一のことがあれば、

同じ状況が起こりうる（今度は S 様のきょうだい・

甥姪等が法定相続人となる）ため、S 様に遺言書の

作成を進言させていただきました。 

その後月日が経ち、2 年ほど前に S 様が大病を患

われたことを契機に、当事務所にて S 様の公正証書

遺言の作成をサポート。 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼
 

〇 

〇 

フ
勊
イ
ル
に
綴
じ
て
保
存
で
き
ま
す 

  NEWSLETTER 
2025.4. Vol.182 

財産承継の成功事例を知るニュースレター 

財産承継 
サポート通信 

— 円満な財産承継と、財産承継支援につながる情報をお届けします — 

※2025 年 4 月現在、都内を中心に 8 金融機関・61 店に紙媒体のニュースレターをお届けしています。 
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＜お客様の声＞ 

■「私も結婚して子供がいないので、次は自分の

ことで先生に相談することになると思います」

（東京都 H 様 50 歳） 

――公正証書遺言を作成したとき、どのような状

況だったのですか？ 

一昨年の 7 月頃に、（義）叔父から、私に相談

ごとがあるから、と言われまして。 

最初、お墓の話だと思っていたのですが、（義

叔父本人の）相続の話でした。 

「もう先生にお願いしてあるから」と話がとん

とんと進んで、（義）叔父と一緒に先生との（遺 

行政書士 鉾立榮一朗事務所は、法律手続きの助言・提案・代行を通じ、

お客様の“ハッピーな将来を実現する”お手伝いをしております。 

＜主要業務＞ 
■ 個人のお客様 
  遺産相続 遺言書作成 生前贈与 親族間売買 家族信託 
  成年後見 貸地･借地  家庭の資金繰りサポート 
■ 法人のお客様 
  会社･法人設立 営業許認可手続 資金調達･資金繰り 
  契約書作成  事業承継計画サポート  借入金整理 
■ 中小企業向け 経営アドバイザー ＆ 財産コンサルティング 

◎社内研修、顧客向け講演会・セミナー等の講師 
についてもお気軽にご相談ください。 

――どんな人が当事務所を活用すると良いと思い

ますか？ 

私も結婚して子供がいないので、次は自分のこ

とで先生に相談することになると思います。 

もし私が亡くなったら、相続人は、私の夫と、

私の姉になりますよね？ 

私の姉は、離婚後に再婚をしていて、子供が 4

人います。 

もし私よりも先に夫が亡くなっていたら、再婚

後の子供 2人とは折り合いが悪いので、再婚前の

子供 2人に財産を遺したいと思っています。 

最近、5 歳の息子が凧揚げにハマっています。始

めはひたすら走り続けて凧を揚げようとして、何

回も失敗していましたが、「風上に立って！風を捉

えれば、そんなに走らなくてもいいよ！」とアド

バイスをすると、すぐに上手に揚げられるように

なりました。今は、公園に行くと、だいたい一発

で凧を揚げられるようになり、そして一度揚げる

と、20～30 分ぐらい飽きずに揚げ続けています。 
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言書作成の）打ち合わせに同席させていただきま

した。 

今思うと、（義叔父の）入院が 3 月で、そのあ

と５月～6 月頃に退院していたのですが、一人で

心細くなって（遺言書の作成を）考えたのかもし

れません。 

――実際に業務を依頼されてみていかがでした

か？ 

安心して、全部お任せで（遺言執行手続きを）

やっていただきました。 

お願いしてから手続きが終わるまでとても速か

ったです。 

S 様は、地方に住むご自身のごきょうだいとは

長年疎遠になっており、義姪の H 様が S 様の身の

回りのお世話を献身的にされていたことから、遺

言書は、義姪の H 様にすべての財産を遺贈する内

容で作成していました。 

昨年末、闘病の末に S 様がご逝去。 

当事務所では（当職は）、遺言執行者として、 

・戸籍謄本等の収集（法定相続人の特定） 
・法定相続人への通知（遺言書の写し、財産目録 
 等を添付） 
・金融機関 2 行の預金解約払戻し手続き 
・受遺者（義姪 H 様）への預金解約払戻金の送金 

を実施させていただきました。 
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＜編集後記＞ 

＊送付先の変更をご希望の場合は、お気軽に当事務所までご一報ください！ 

9:00～20:00 
土日祝休 

お気軽に 
ご連絡ください! 

宅地建物取引業免許 東京都知事（3）第 94647 号 

□財産の問題で困っている 

□経営の問題で困っている 

□お客様の問題解決の支援をしたい 

ネットからも本紙を 
見ることができます。 

詳しくはこちら ➡ 

または、「サポート通信オンライン」で検索 
https://hokodate-jimusyo.com/news.html 

 


